
 

令和７年第８回定例会（会議録） 

開 催 日 令和７年８月２２日（金） 

開 催 場 所 あま市役所 ２階 Ｂ１Ｂ２会議室 

開 催 時 間 午後２時００分 ～ 午後３時１５分 

出 席 委 員 溝口正己、小笠原英司、吉川孝子、近藤真司、三浦明里 

欠 席 委 員 ０人 

出 席 者 教育長 他事務局職員８名 

傍 聴 人 ０人 

議 事 日 程 日程第１ 教育長開会のあいさつ 

日程第２ 前回会議録の承認 

日程第３ 教育長の経過報告 

日程第４  

 議案第 38 号 後援申請について 

 議案第 39 号 令和７年９月議会の議案（決算・補正予算（案））に 

ついて（非公開） 

 議案第 40 号 教育支援室の入室について（非公開） 

日程第５ その他 

 ⑴あま市七宝北中学校適正規模化に向けた通学制度についての内

規の一部改正について（報告） 

 ⑵通級児童生徒の入退級について（報告）（非公開） 

 ⑶就学援助費の受給審査について（報告）（非公開） 

 ⑷特別支援教育就学奨励費の受給審査について（報告）（非公開） 

 ⑸あま市内教職員人事案件について（報告）（非公開） 

 ⑹生徒指導（令和７年７月）について（報告）（非公開） 
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発 言 者 議 事 の 大 要 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

委 員 全 員 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

委 員 全 員 

教 育 長 

教 育 長 

生 涯 学 習 課 長 

 

 

 

【開会時刻：午後２時００分】 

（開会宣言） 

日程１、教育長開会のあいさつ 

（教育長あいさつ） 

日程２、前回会議録の承認 

 前回の会議録を承認願います。 

（会議録に署名） 

日程３、教育長の経過を報告する。 

（令和７年 7月１９日～令和７年８月２２日の経過を報告） 

 市教育委員会関係     ５回 

 教育長用務       １３回 

 教育総務課事業      １回 

 学校教育課事業      ７回 

 生涯学習課事業      ２回 

 スポーツ課事業      ３回 

 市行事          ８回 

 市議会関係        １回 

今後の予定 

 ８月２５日の新転任教職員人権教育研修会について、人権ふれあい 

センターで行う予定でしたが市庁舎に変更になりました。 

（質疑等を許可） 

（質疑なし） 

日程４、議案 １件公開 ２件非公開 

議案第３８号「後援申請について」審議２件、報告０件 

①「美容万博 in 尾張旭（株式会社Ａｍｏｒ）」 

 事業目的は、美容師による職場体験を通じて、親子で楽しく学びな 

がら美容の世界に触れることのできる地域参加型のイベントです。地 

域社会の未来を担う子どもたちの育成と、家族のふれあいの場を創出 
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生 涯 学 習 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

することを目的としていますとのことです。 

 事業内容は、カット・カラー・シャンプー作り・着付け体験など、 

実際の美容業務を模したブースを設け、子どもたちが実際に“体験” 

を通して美容の仕事に触れられるように構成していますとのことで 

す。 

 後援名義の必要な理由及び使用目的は、祝日に少しでも多くのお子 

様に参加していただきたいとのことです。 

 後援申請は、県内市町村全域に申請していると記載があります。 

 開催期間は、令和７年１０月１３日（１日間）です。 

 開催場所は、ビーズアモール尾張旭店です。 

 参加者は、愛知県の小中学生７５０人を予定しているとのことで 

す。 

 参加料は、無料です。 

（以下概略を説明） 

 後援申請ですが、県内全域と書かれていますが、海部郡、清須市、 

東海市等に確認したところ、８月１２日現在では愛西市のみが申請が 

出されている状態です。 

 申請書の内容に訂正があります。「申請区分」に「許可実績あり」と 

なっていますが、４月の教育委員会で同じ申請者で「美容万博×伝統 

万博 コラボイベント」で申請がありました。この時は、営利目的を 

払拭できないという理由で不許可になっています。 

後援実績ですが、過去の後援許可が資料として添付されており、愛 

知県内２６市町村の教育委員会が、条件付きのものもありますが許可 

しています。 

事務局としては、「職場体験」という観点からだと許可も検討できる 

と思いますが、体験方法の規模を考えると、あま市の児童への十分な 

教育効果が期待できないこと、開催会場が尾張旭市と遠く、あえてあ 

ま市が後援許可をする必要性が薄いこと、そして、営利活動につなが 

る恐れがあることから不許可が妥当と考えます。 
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ス ポ ー ツ 課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ス ポ ー ツ 課 長 

 

 

 

 

 

教 育 長 

委 員 

 

ス ポ ー ツ 課 長 

委 員 

 

ス ポ ー ツ 課 長 

委 員 

ス ポ ー ツ 課 長 

②「令和７年度ＡＧＧＡ秋期会長杯西地区大会（愛知県グラウンド・ 

ゴルフ協会）」 

 事業目的は、グラウンド・ゴルフの愛好者が集い、生涯スポーツの 

意義を高揚しグラウンド・ゴルフの振興を図るとのことです。 

 事業内容は、グラウンド・ゴルフ大会とのことです。 

 後援名義の必要な理由及び使用目的は、あま市が大会会場となるこ 

とから、あま市民にグラウンド・ゴルフの普及、笑顔、交流、健康を 

与えるとのことです。 

 開催期間は、令和７年１１月１９日（１日間）です。 

 開催場所は、美和グラウンドです。 

 参加者は、愛知県西地区の一般２５０人～３００人を予定している 

とのことです。 

 参加料は、１，０００円です。 

（以下概略を説明） 

 あま市への後援申請は今回が初めてです。近隣自治体への申請につ 

いては、本大会にかかるものはありません。過去の実績につきまして 

は、開催会場ということで令和６年度に愛西市で許可を受けていま 

す。 

事務局としては、同様の大会で他の自治体でも後援許可を受けてい 

ることから、許可が妥当と考えています。 

（質疑等を許可） 

 ②について質問します。他市町村でも後援をしているということで 

すが、問題はありませんでしたか。 

 特に問題なかったと聞いています。 

 グラウンド・ゴルフは、県単位だと、どの協会に属しているのです 

か。 

 スポーツ協会です。 

 児童生徒の参加の状況はどうなりますか。 

 児童生徒の参加はありません。参加者は基本的に会員である高齢者 
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委 員 

 

ス ポ ー ツ 課 長 

委 員 

 

 

 

ス ポ ー ツ 課 長 

 

 

 

委 員 

ス ポ ー ツ 課 長 

 

 

教 育 長 

委 員 全 員 

教 育 長 

委 員 全 員 

教 育 長 

 

 

委 員 全 員 

教 育 長 

教 育 長 

教 育 長 

 

学 校 教 育 課 長 

です。スポーツ振興、生涯スポーツという点からの申請です。 

 参加資格が会員のみとなっていますが、後援許可を受けることで会 

員に向けてアピールするということですか。 

 お見込みのとおりです。 

 予算書（案）の各協会負担金の備考欄には甚目寺と美和しか書かれ 

ていません。七宝の老人クラブでもグラウンド・ゴルフは行っている 

と思いますが、七宝地区には協会がないということですか。また、個 

人負担と書かれていますが、どういう意味でしょうか。 

 七宝地区にはグラウンド・ゴルフの協会がありません。また、「個人 

負担」というのは、地区の協会負担金を会員個人から徴収するという 

意味だと予想されます。あま市については、スポーツ協会から負担金 

が出るということを確認しました。 

 地区ごとの協会支部ではなく１本にはならないのでしょうか。 

 あま市スポーツ協会には「あま市グラウンド・ゴルフ協会」で加盟 

しています。別の協会というよりは支部という意味合いで、合同で大 

会を開催もしています。 

 他にご質問はありますか。 

（質疑なし） 

 認否はいかがか。 

（協議） 

 ①美容万博ｉｎ尾張旭 不許可 

 ②令和７年度ＡＧＧＡ秋期会長杯西地区大会 許可 

 以上としてよろしいか。 

（異議なし） 

 ①を不許可、②を許可とする。 

日程５、その他報告事項 １件公開 ５件非公開 

（１）「あま市七宝北中学校適正規模化に向けた通学制度についての 

内規の一部改正について（報告）」 

七宝北中学校適正規模化に向けた通学制度における意思表示期間 
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教 育 長 

教 育 長 

委 員 

 

学 校 教 育 課 長 

 

 

 

 

委 員 

 

学 校 教 育 課 長 

 

 

 

 

を変更するものです。 

改正の趣旨ですが、本制度の申請意思表示時期として、七宝小学校、 

篠田小学校、美和東小学校に在籍する６年生の児童については、夏休 

み終了後から１０月末日までとなっています。しかし、現在の意思表 

示時期では、指定学校である七宝中学校と美和中学校について、学校 

について知る機会がなく、七宝北中学校と指定学校を比較検討するこ 

とが困難であるとのご意見、懸念があるため、意思表示期間を１１月 

末まで延長するものです。 

この変更により、指定学校の校内行事に参加する機会を確保し、学 

校選定の参考となる情報収集の充実を図ることを目的としておりま 

す。 

 適用期日は、令和７年９月１日から適用とします。 

（以下概略を説明） 

 保護者からの意見もあって変更させていただきました。 

（質疑等を許可） 

 保護者から意見があったとのことですが、例えば、どのような行事 

について言われたのでしょうか。 

 １番大きいのは、学校説明会です。どうしても意思表示期間が先行 

してしまうので、翌年、本来の指定校の入学説明資料を読む機会がな 

い等といった意見をいただきました。このほか、学校行事として紹介・ 

参加できる学校祭などの行事が秋に集中しているということもあり、 

参加の機会を確保しようということになりました。 

 美和と七宝だけが１１月までずれ込む行事があるということです 

か。 

 授業参観日を増やすことができます。学校紹介の資料を早い段階で 

作ることができないということが大きいです。学校からの情報収集、 

行事に参加できる、できない等、学校との調整等も必要になります。 

現行の期間が１０月末までであったのは、なるべく早く翌年の入学者 

数を把握するためだったと思われます。 
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委 員 

教 育 長 

委 員 全 員 

教 育 長 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事務的に困らなければいいのではないかと思います。 

 他にご質問はありますか。 

（質疑なし） 

 他はよろしいか。では公開部分を終了する。 

議案第３９号及び４０号並びにその他非公開案件に関しては秘密会 

とし、あま市教育委員会会議規則第１４条第３項により会議録につい 

ても非公開とする。 

 

（傍聴人０人） 

 

【次回予定】 

・令和７年９月１８日（木）午後２時００分 定例会 

        （あま市役所 ２階 Ｂ１Ｂ２会議室） 

 

【閉会時刻：午後２時２０分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




